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陳     情 

○経営企画委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

24-1 ６.11.29 杜撰63号    

県医務課に係

る警鐘陳情書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

本年４月県医務課へ訪れたところコ

ーヒーメーカーからの良い香りがあり、

一杯頂けないかと申し出たところ課内

の職員グループで購入し使用している

ものだから、料金を払っても来訪者には

使わせない態度を通したことに係る問

題点。               

 同件について、以下の公文書公開請求

のほか１件同趣旨の請求があった。 

「富山県庁関係部局、課、係り等に訪れ

た県民や議員、お客様の為に用意してい

るお茶、お茶菓子類について、    

１.部局や、各課や各係り等に、訪れる

方々に対応する為用意している年間の

予算額及び実績について判る資料。  

２.令和元年以降を対象       

以前、情報公開室へ弁護士と同伴で訪

れた場合は、丁重なおもてなしでコーヒ

ーを頂いたことや委員会陳述者として

待合室でお茶を用意いただいた記憶も

ある。ところが、現在では全く無作法な

場と化している。例えば、訪問者が県を

提訴した原告であったとしても県相談

室の対応は、礼儀を失っても良いとは限

らないから、その都度珍重な対応判断が

必要だと思う。」 

２ 陳情の理由 

（１）同件に関しては、県庁全ての部局

課・県教委・県警察などの実態把握のた

めに公文書請求があったことからする

と、開示に係る事務費用はコピー代費用

や労務費を含むと数十万円を要する２

倍の県費支出となっている。     

（２）さらには、セクショナリズム的に

なることから、部署間で来訪者への対応

に違いが生じ、来訪者においても信頼を

失いかねない。          

（３）これでは、日本国憲法第15条第２

項で「すべて公務員は、全体の奉仕者で

あって、一部の奉仕者ではない」として



陳     情 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

いることから逸脱している。    

（４）一部のグループ間に限定してコー

ヒーメーカーの使用を認めているので

あれば、使用している電気料金は、別途

県が料金を徴収することになるのでは

ないか。県医務課長に見解を示していた

だきたい。            

（５）いわゆる県庁職員は、県庁に訪れ

る人それぞれに対してお客様の認識が

欠如しているのであり、以前と比べて見

識のない不良職員が増大したと捉えら

れる。 

３ 陳情の要旨 

（１）県庁へ訪れる訪問者に対して差別

的対応を廃止し、お客様対応に徹するべ

きです。職員及び部局管理者の教育に徹

して、差別的対応が再発しないよう周知

徹底していただきたい。 

（２）以前のように、県民サロン室での

お茶のふるまいを再開していただきた

い。 

（３）30年余の国家、県民の経済緊縮を

食い止めるため、県や県関係機関の来訪

者からの意見を素直に真摯に受け入れ

るよう求める。 

 

※陳情の要旨（４）は議会運営員会に付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○教育警務委員会 
 

 受理 
番号
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

20-１ ６.11.28 感染症対策と

してのマスク

着用の徹底に

関する陳情 

富山市 

個人 

地域社会の健康と安全を守るため、富

山県議会の皆様に対して感染症対策にお

けるマスク着用の重要性を再認識いただ

き、地域全体でユニバーサルマスクの徹

底をお願いしたく、本書を提出させてい

ただきます。 

・陳情の背景 

1.感染症の多様化と同時流行のリスク 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の他、インフルエンザやマイコプラズマ

肺炎など、複数の感染症が同時に流行す

る傾向が見られます。これにより、医療

現場への負担が増大し、社会経済活動へ

の悪影響が懸念されています。 

2.薬の流通不足による治療の困難化 

 現在、一部の治療薬が流通不足に陥っ

ており、感染症にかかった場合でも治療

薬が十分に供給されない、または在庫が

ない状況が問題となっています。このよ

うな事態は、軽症の感染症が重症化する

リスクを高め、医療機関へのさらなる負

担を招きかねません。 

3.COVID-19ワクチン接種の進捗不足とそ

の影響 

 現在、COVID-19ワクチンに対する公費

助成がなく、その高額な費用が原因で接

種が進んでいません。その結果、全世代

において感染や後遺症が長期にわたり生

活や就労への支障が懸念されています。

また、小児へのCOVID-19ワクチン接種も

進んでおらず、将来にわたって感染によ

る重大な後遺症が継続するリスクが指摘

されています。 

4.マスク着用の科学的効果 

 複数の研究により、マスク着用が飛沫

感染の防止に効果的であることが証明さ

れています。ワクチン接種が進まない現

状において、感染を未然に防ぐための最

も基本的かつ効果的な対策として、マス
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ク着用の徹底が重要です。 

5.地域社会全体の安全確保の必要性 

 感染症は高齢者や免疫力の低い方々だ

けでなく、健康な方々にも大きな脅威を

与えています。特に現役世代や子どもた

ちが感染することで、長期的な健康被害

や社会全体の機能低下を招く可能性があ

ります。そのため、地域社会全体を守る

対策が急務です。 

 

・陳情事項 

②公共施設や学校などでのマスク着用の

ガイドラインを強化してください。 

 

・結び 

地域社会の健康を守るためには地方自

治体が率先して感染症対策に取り組むこ

とを強く願っております。特に、全世代を

守るためのマスク着用とワクチン接種と

いう二重の予防策を徹底することで、感染

症によるリスクを最小限に抑えられると

確信しています。何卒、真摯なご対応をお

願い申し上げます。 

※陳情事項①、③～⑤は厚生環境委員会に付託 

※陳情事項②は厚生環境委員会に分割付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○教育警務委員会 
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番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

23-1 ６.11.28 杜撰66号    

警察書籍【謝

れない県警】

改版に係る警

鐘 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

陳情の要旨 

2004年８月に出版した書籍【謝れない

県警】は、富山県警察が県民に対して犯

したプライバシー侵害事件をテーマに

し、被害者の県民が出版した書籍であ

る。                

 また同年12月15日の高裁判決から、県

警察側の敗訴が確定した事件である。 

 同書籍は、すでに県内高等学校や県立

大学校及び富山市内の小・中学校全校へ

寄贈から所蔵されている。また警察学校

においても2012年に３冊寄贈、所蔵され

ているが、現在において現職警察官は全

く認識していない。         

 そこで、筆者は昨年の11月には、改訂

版【謝れない県警】は、未だに公安委員

を囲い者にしており、【謝らない県警】

に進化している。残念で成らない。を電

子版で出版。また本年８月に出版した限

定製本版は、すでに県議会図書室や県立

図書館、県立大学校、県立高等学校へ寄

贈済みのほか、県警察や中学校図書室、

地域図書館への寄贈も予定している。 

 本書は、改訂版名称のとおり、[謝れ

ない県警]から[謝らない県警]に改名し

た理由に、公安委員会委員を揶揄した書

籍名称になっている。        

 富山県警察は同不祥事のほか、同時期

に氷見冤罪事件など数々の犯罪行為を

起こしながら、同件については反省もな

く、県警察によるプライバシー侵害事件

の不祥事について組織だって隠蔽して

いるように感じる。 

２ 陳情の理由 

（１）昨今、本書の県警察への寄贈伺い

経緯においても、警務課職員は預かり受

け取りを拒否し、どのように評価を行う

のか、寄贈受け入れ決定を先送りしてい

る。                

 しかるに、新田知事は県教委への寄贈

60冊について、速やかに受領と感謝の意

を寄贈者に伝えている違いがある。  
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受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

（２）同上被告の県警察は、プライバシ

ー侵害事件控訴審判決で敗訴したにも

かかわらず、組織だって不知を装い、 

20年を経ても、全く被害者である筆者へ

の謝罪はない。          

（３）県公安委員会は、同件について、

県公安委員会委員長の竹内登美子氏、委

員の金井豊氏、川端正彦氏の３氏に本書

を渡し、事実確認を頂きたい。    

 現公安委員に対して直接苦情申し出

に至ることは考えにくい事柄であるが、

本書の３項「公安委員の１人として」は、

当時の長野県公安委員の河野義行氏が

記述していることと対比して、当時の県

公安委員が無視を通してきたギャップ

について情けないに尽きると感じてい

る。               

（４）県公安委員会は、警察の業務運営

に反映させるとしている役割を果たし

ている存在であり、また各々の公安委員

は県知事から任命を受けており、県民の

安全を図らねばならない重要な位置づ

けの立場であることからすると、県警察

に対して県民への犯罪行為を認め、被害

を被った県民への謝罪は不可欠と指導

すべき事案である。         

 さもないと、このような県警察の犯罪

行為は繰り返されることになる。 

３ 陳情の要旨 

（１）すでに県警察は、高裁敗訴判決か

ら20年を経てもいまだに被害者（筆者）

への謝罪が全くないことからすると、

各々県公安委員の資質にも疑問が生じ

ることとなり、後世に禍根を残すことは

必至であるから、20年間の被害者への無

視対応を改めるべきだ。       

（２）県警察は、同様な不祥事が再発し

ないよう同書籍の寄贈受け入れ及び県

警察職員への教育に徹して、県警察によ

る県民に対するプライバシー侵害の再

発防止と周知徹底を図っていただきた

い。  

※陳情の要旨（３）は議会運営員会に付託 



陳     情 

○教育警務委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

25-1 ６.11.29 杜撰67号    

県民会館前バ

ス乗降者の危

険に係る陳情

書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

県庁に隣接している県民会館前バス

停箇所が県庁駐車場及び県民会館の駐

車場の満車状態が生じた場合には、恒常

的に渋滞車両の影響でバスが１車線に

停車できないため、やむを得ずに２車線

に停車を行い、乗客の乗降に危険が生じ

ることは容易に推察できる事柄だ。私も

昨今、同渋滞車両の１台の車両になり、

３分程度、バスの１車線への停車を妨げ

る結果を招いている。        

 県民の交通安全確保が緊急の課題だ。 

２ 陳情の理由 

（１）昨年の２月の定例県議会陳情でも

陳情理由に「富山中央警察署交通課長

は、富山市から車両の渋滞に係る対応要

請が無い。及び110番通報については対

応する。と答えています。」などと警鐘

したところ、今回は、再び市役所とは対

向車線で同じような事態が発生するこ

とは想定できることである。     

（２）昨今、県広報課の「県民の声窓口」

へ同上、予見できる事故の未然防止のた

め、当該担当の県民会館及び県管財課の

職員を複数回呼び、指摘してきたところ

である。             

（３）県広報課長、管財課長、県民会館

館長並びに富山県警察交通部長、首席参

事官、参事官など、同上の交通安全に係

る重責を担っていただかねばならない

要職の方々に対しては、実態を把握し、

緊急に対応を図っていただかねばなら

ないところ、縦割り行政の弊害からか、

本件県民の交通安全配慮義務について、

積極的に関与する部署が見当たらない。

 これでは、日本国憲法第15条第２項

「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ

て一部の奉仕者ではない」を逸脱してい

るといえる。           

（４）歴代の県知事はそろって県民の安

心、安全をうたい文句にしているとこ

ろ、当該関係者らは自らに職責がないと
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受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

言わんばかりで、かつ、昨年の市役所前

と同様の渋滞に係るバス乗降者の安全

配慮に係る民事訴訟の教訓が活かせれ

ていない。 

３ 陳情の要旨 

（１）県警察は、知事が県民の安心安全

について繰り返して発信しているよう

に、県民の危険や懸念について、再度道

路の安全管理の見直しを行い、人命に係

る交通安全がさらに図られるようにし

ていただきたい。 

※陳情の要旨（２）は厚生環境委員会に付託 

※陳情の要旨（３）は議会運営委員会に付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○厚生環境委員会 
 

 受理 
番号
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

20-２ ６.11.28 感染症対策と

してのマスク

着用の徹底に

関する陳情 

富山市 

個人 

地域社会の健康と安全を守るため、富

山県議会の皆様に対して感染症対策にお

けるマスク着用の重要性を再認識いただ

き、地域全体でユニバーサルマスクの徹

底をお願いしたく、本書を提出させてい

ただきます。 

・陳情の背景 

1.感染症の多様化と同時流行のリスク 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の他、インフルエンザやマイコプラズマ

肺炎など、複数の感染症が同時に流行す

る傾向が見られます。これにより、医療

現場への負担が増大し、社会経済活動へ

の悪影響が懸念されています。 

2.薬の流通不足による治療の困難化 

 現在、一部の治療薬が流通不足に陥っ

ており、感染症にかかった場合でも治療

薬が十分に供給されない、または在庫が

ない状況が問題となっています。このよ

うな事態は、軽症の感染症が重症化する

リスクを高め、医療機関へのさらなる負

担を招きかねません。 

3.COVID-19ワクチン接種の進捗不足とそ

の影響 

 現在、COVID-19ワクチンに対する公費

助成がなく、その高額な費用が原因で接

種が進んでいません。その結果、全世代

において感染や後遺症が長期にわたり生

活や就労への支障が懸念されています。

また、小児へのCOVID-19ワクチン接種も

進んでおらず、将来にわたって感染によ

る重大な後遺症が継続するリスクが指摘

されています。 

4.マスク着用の科学的効果 

 複数の研究により、マスク着用が飛沫

感染の防止に効果的であることが証明さ

れています。ワクチン接種が進まない現

状において、感染を未然に防ぐための最

も基本的かつ効果的な対策として、マス



陳     情 

 受理 
番号
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

ク着用の徹底が重要です。 

5.地域社会全体の安全確保の必要性 

 感染症は高齢者や免疫力の低い方々だ

けでなく、健康な方々にも大きな脅威を

与えています。特に現役世代や子どもた

ちが感染することで、長期的な健康被害

や社会全体の機能低下を招く可能性があ

ります。そのため、地域社会全体を守る

対策が急務です。 

 

・陳情事項 

①地域住民に対し、感染症の予防としてマ

スク着用の重要性を周知徹底してくだ

さい。 

②公共施設や学校などでのマスク着用の

ガイドラインを強化してください。 

③感染症対策としてのマスク啓発活動の

実施をご検討ください。 

④薬の供給状況を把握し、地域住民への適

切な情報提供や不足時の支援策を講じ

てください。 

⑤COVID-19ワクチン接種に対する公費助

成の検討と、接種推進に向けた啓発活動

を行ってください。 

 

・結び 

地域社会の健康を守るためには地方自

治体が率先して感染症対策に取り組むこ

とを強く願っております。特に、全世代を

守るためのマスク着用とワクチン接種と

いう二重の予防策を徹底することで、感染

症によるリスクを最小限に抑えられると

確信しています。何卒、真摯なご対応をお

願い申し上げます。 

※陳情事項②は教育警務委員会に分割付託 

 

 

 



陳     情 

○厚生環境委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

21 ６.11.28 杜撰64号    

県医務課に係

る総合病院へ

の警鐘 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

昨今、緊急入院した親族が、富山市内

東部に位置する総合病院へ訪れたとこ

ろ、総合案内窓口の女性職員は、社会福

祉士の存在を把握しておらず、適切な案

内業務ができなかったこと。さらには、

同問題について当該病院総務課に尋ね

るが、課職員は十分に説明を聞こうとせ

ず、名札を掌で覆い隠し、さらにはその

上司は「謝らせることはむり」と言い張

った。               

 同上言語道断の問題点について、県医

務課主幹や課長補佐らは「病院の切磋琢

磨」等とすり替えてお茶を濁す。ゆえに

医務課が具体的に当該病院に対してど

のような説明を求め、指導を行ったの

か、以下のような公文書公開請求を行っ

た。 

「昨今、富山市内総合医療病院の対応

で、患者親族への不適切対応問題につい

て、11月８日以降医務課主幹、課長補佐

らから当該病院へ電話通知した内容が

判る資料。             

１.電話で当該病院へ通知した日時や相

手方の氏名            

２.電話で通知した担当者名    

３.電話で通知した内容と内容を記録し

たメモ              

４.当該病院から回答や見解について聞

き出した内容が判るもの      

５.以上に係る一切の医務課長が決裁し

た内容がわかる決裁書       

医務課対応の一切を把握するため。」 

同様な件については過去にも、富山市

内西部に位置する総合病院では、救急患

者をマイカーで搬送したところ、救急医

療対応しないと女性職員が主張した件

について、当時の医務課参事のほか、同

席した班職員にも指摘して対応を求め

たところ、指摘の記録内容が記載されて

おらず、後ほど再度申し入れを行い指摘

内容が加筆された経緯があった。この件
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受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

について、いまだに医務課から当該病院

への聞き取りや、どのような指導や改善

が行われたのか確認できていない。  

 同上公文書公開請求の関係職員らは、

当該総合病院への不信不安問題点を指

摘しても軽く受け流して記録を残さず、

当該総合病院へは、電話通知のみで済ま

せようとしている。 

２ 陳情の理由 

（１）県民から当該病院の問題点につい

て医務課職員らは、深刻に受け止めなけ

れば、県民と当該病院、そして県民と医

務課への期待や信頼関係をも裏切るこ

とになる。             

（２）県内医療機関全体への安心感や医

療への期待感が失われることになりか

ねない。              

（３）県職員OBらが、これらの医療機関

への人的派遣や天下りによって、相互に

忖度が生じるとすれば、医療機関内での

問題点の隠ぺいや軽視の対応が横行し、

県からの指摘問題や改善が損なわれる

弊害や懸念が生じる。 

３ 陳情の要旨 

（１）県民が、県庁医務課へ訪れ、医療

機関への苦情指摘について、同職員らは

真摯に問題点を聞き入れ、その指摘した

内容の実態について速やかに把握し、当

該医療機関に対して指導改善を行って

いただきたい。           

（２）県内の全ての医療機関に共通する

内容であれば、当該病院以外の医療機関

に対しても同様に広報、指導を行ってい

ただきたい。 

 

 

 

 

 

 



陳     情 

○厚生環境委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

22-1 ６.11.28 杜撰65号    

富山県内総合

病院の過酷な

３交代勤務に

係る陳情書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

富山県内の総合病院看護師は恒常的

に３交代勤務中に、１日（24時間）内に

１直と２直を挟んで深夜からの３直勤

務の計２回の勤務を強いられています。

 過去の平成22年６月及び平成29年９

月にも同様な陳情を行ってきたところ

であるが、当事者の県医務課は、その都

度、曖昧に説明し、ほとんど改善が図ら

れていないことから本年11月８日に、以

下の公文書公開請求を行った。 

「富山県内総合病院が行っている各病

棟などにおける交代勤務体制に係る実

態について判る資料、並びに働き方改革

に資する改革推進関係資料     

１.県内総合病院各々病棟における医師

及び看護師数が判る資料      

２.同上県内総合病棟３交代制の勤務実

態（日勤、準夜勤、深夜勤務）が各看護

師に割り当てられている計画と実績内

容が判る資料           

３.令和元年以降本年度９月に至る期間

を対象       

総合病院３直交代勤務に係る、24時間

内に２回の勤務を課す件の医療安全確

保の内容、働き方改革や過去に県議会陳

情案件でも指摘されている案件につい

て医務課業務実態を検証」 

２ 陳情の理由 

（１）長期間にわたり県医務課は、この

過酷な勤務状態を知りながら放置して

きた責任は免れない。教育業界は、給特

法を維持し基準給与の４％で、超過勤務

させ放題を確保し続けて50年。など教育

の教職員側と医療の看護師側に対する

弱者いじめと類似している。同制度はや

めるべきだ。            

（２）富山労働基準監督署で確認したと

ころによると、他の業界ではトラック業

界しか見当たらない勤務体制であると

答えている。緊急医療や24時間医療体制
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受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

の３直（24時間）は欠かせない医療体制

であることは周知されているところ、２

直時間を挟んだ全前後の１直と３直を

１人の看護師に任せる安全な勤務リス

クは計り知れない。         

（３）３直体制に見合った人員体制にす

れば解消できることである。人員を削減

する合理主義体制とも言えず、医療の看

護師のみに負担を押し付ける何者でも

ない。               

（４）医療を受ける患者側の立場として

も、３直交代制度で１日に２回勤務する

勤務割は、医療看護の安全を配慮した勤

務体制とは納得容認できない。 

３ 陳情の要旨 

（１）県民の医療体制の充実や安全医療

を図るため、県厚生部医務課は、県内総

合病院に係る、過酷な医療看護師の３交

代制勤務体制見直改革の推進を求める。 

※陳情の要旨（２）は議会運営員会に付託 
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○厚生環境委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

25-2 ６.11.29 杜撰67号    

県民会館前バ

ス乗降者の危

険に係る陳情

書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

県庁に隣接している県民会館前バス

停箇所が県庁駐車場及び県民会館の駐

車場の満車状態が生じた場合には、恒常

的に渋滞車両の影響でバスが１車線に

停車できないため、やむを得ずに２車線

に停車を行い、乗客の乗降に危険が生じ

ることは容易に推察できる事柄だ。私も

昨今、同渋滞車両の１台の車両になり、

３分程度、バスの１車線への停車を妨げ

る結果を招いている。        

 県民の交通安全確保が緊急の課題だ。 

２ 陳情の理由 

（１）昨年の２月の定例県議会陳情でも

陳情理由に「富山中央警察署交通課長

は、富山市から車両の渋滞に係る対応要

請が無い。及び110番通報については対

応する。と答えています。」などと警鐘

したところ、今回は、再び市役所とは対

向車線で同じような事態が発生するこ

とは想定できることである。     

（２）昨今、県広報課の「県民の声窓口」

へ同上、予見できる事故の未然防止のた

め、当該担当の県民会館及び県管財課の

職員を複数回呼び、指摘してきたところ

である。             

（３）県広報課長、管財課長、県民会館

館長並びに富山県警察交通部長、首席参

事官、参事官など、同上の交通安全に係

る重責を担っていただかねばならない

要職の方々に対しては、実態を把握し、

緊急に対応を図っていただかねばなら

ないところ、縦割り行政の弊害からか、

本件県民の交通安全配慮義務について、

積極的に関与する部署が見当たらない。

 これでは、日本国憲法第15条第２項

「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ

て一部の奉仕者ではない」を逸脱してい

るといえる。           

（４）歴代の県知事はそろって県民の安

心、安全をうたい文句にしているとこ

ろ、当該関係者らは自らに職責がないと
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受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

言わんばかりで、かつ、昨年の市役所前

と同様の渋滞に係るバス乗降者の安全

配慮に係る民事訴訟の教訓が活かせれ

ていない。 

３ 陳情の要旨 

（２）県民会館前道路の渋滞解消に向け

て効果的な方法論と解消のため、県は、

県民会館の課題を共有し、速やかに渋滞

解消に向けて動いていただきたい。 

※陳情の要旨（１）は教育警務委員会に付託 

※陳情の要旨（３）は議会運営委員会に付託 
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○厚生環境委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

26-1 ６.12.４ 富山県南砺市

在房での系統

蓄電所の建設

計画への陳情 

南砺市在房655 

富山県南砺市在

房蓄電所反対の

会 

寺腰 悠岐 

陳情の趣旨 

在房の遊林地（現在、協立アルミ株式

会社所有）に外資系企業、エクイスセン

トラルサービス・ジャパン株式会社によ

る系統蓄電所を建設しようとする計画

が持ち上がっています。自然と農作物の

豊かな生産地である土地に、弊害となる

事業です。また火災、爆発、有毒ガス、

騒音、低周波音等、日本や世界で多数の

事故が起こっております。これは新規事

業で、特に日本での施行歴史が少ないも

のの、火災や爆発を起こしています。 

 また、ヨーロッパにおいて国土の狭さ

による弊害がアメリカの会議で発言さ

れている中、日本においては対比になら

ないほど狭く民家に近い立地条件での

建設が施行されようとしています。この

建設において過去の国内の蓄電所の中

では特に大規模な計画です。富山県より

はるかに国土のゆったりしたアメリカ

では、実際に町中で救急搬送される住民

が多数出て、健康被害を通り越した深刻

な問題になっております。上記以外にも

あらゆる問題点がある系統蓄電所を周

囲に住居の多い南砺市で建設計画され

ていることに対し多くの周辺住民が不

安と懸念を感じております。 

陳情事項 

１-1.県及び県議会から上記２社に対

し、自然を壊し環境に馴染まない施設の

建設ではなく、自然や生産地である南砺

市在房にふさわしく、公害等の弊害がな

く市民のためとなるような遊林地の指

導の要請をお願いします。 

２-1.県及び県議会から上記２社に対

し、周辺に民家の多い南砺市在房、また

は富山県内同様の地での系統蓄電所の

建設に反対をお願いします。 

※陳情の内容１，２は議会運営委員会に分割付託 

 



陳     情 

○議会運営委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

19 ６.11.１ 臓器移植に関

わる不正取

引、非人道性

が疑われる国

への渡航移植

等を防止する

ための法整備

等を求める意

見書提出の陳

情 

東京都新宿区  

団体  

 

陳情の要旨 

国際社会と足並みを揃え、臓器移植に

関わる不正な臓器取引、移植目的の渡航

等を防止するための法整備と適切な臓

器移植が行われる必要性について啓発

を求める意見書を国へ提出することに

ついて陳情します。 

陳情の理由 

世界では移植用臓器の不足を背景に、

不正な臓器取引や移植目的の渡航が深

刻化しており、日本人が思わぬ医療事故

や犯罪に巻き込まれるリスクは増加し

ています。             

 この状況に対し、国際社会は具体的な

行動を起こしています。国際移植学会（T

TS）及び国際腎臓学会（ISN）は2008年、

人体器官の取引を犯罪とし、移植ツーリ

ズムの防止を署名国（135ヵ国）に求め

る「臓器取引と移植ツーリズムに関する

イスタンブール宣言」を表明しました。

不正な臓器移植に対処する法律も各国

で制定され、2008年のイスラエルを筆頭

に、2010年スペイン、2015年イタリア、

台湾、2019年カナダ、ベルギー、2022年

英国で関連法が整備されています。  

わが国では、日本移植学会、日本臨床腎

移植学会、日本内科学会、日本腎臓学会

及び日本透析医学会が2022年12月に、前

述の宣言内容の履行強化を誓う「イスタ

ンブール宣言2018 ５学会共同声明」を

表明しています。しかし、それに対応す

る法律はいまだ整備されていません。 

わが国の臓器提供は年間約100件程度に

とどまり、希望者数の0.6％程度（公益

社団法人日本臓器移植ネットワーク出

典）しか移植手術を受けることができな

いといった深刻なドナー不足の現状が

あります。このため、海外へ渡航移植す

る人は後を絶ちません。厚生労働省の調

査によれば、海外での臓器移植手術後、

国内の医療機関に通院している患者は、

2023年３月末時点で543人に上ります。
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海外での臓器移植について、臓器提供元

のはっきりしない斡旋を行っている事

業者もあり、依然として渡航移植の危険

性が存在しています。実際、国の認可を

受けずに臓器移植の斡旋を行ったとし

て、NPO法人の理事が逮捕、起訴されて

います。このほか、国連人権報告官より、

臓器移植のために無実の囚人を搾取し

ていると指摘されている中国に対して、

わが国の民間企業は免疫抑制剤を供給

したり、医療機関が技術指導を行うな

ど、人道問題への取組に積極性を欠いて

いると、国際社会から批判も受けていま

す。                

 このような状況を踏まえ、貴議会にお

かれましては、国会及び政府に対し、臓

器移植に関わる不正な臓器取引、移植目

的の渡航等を防止するための法整備を

求める意見書を提出することを強く要

請いたします。           

 本意見書の提出は、わが国が人道問題

に積極的に取り組み、国際社会における

責任を果たすため、そして、国民の生命

と人権を守るための重要な一歩となり

ます。貴議長殿をはじめとする議員各位

には、本陳情にご理解いただき、意見書

の提出にご尽力を賜りますよう心より

お願い申し上げます。 
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受理
番号
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受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

22-2 ６.11.28 杜撰65号    

富山県内総合

病院の過酷な

３交代勤務に

係る陳情書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

富山県内の総合病院看護師は恒常的

に３交代勤務中に、１日（24時間）内に

１直と２直を挟んで深夜からの３直勤

務の計２回の勤務を強いられています。

 過去の平成22年６月及び平成29年９

月にも同様な陳情を行ってきたところ

であるが、当事者の県医務課は、その都

度、曖昧に説明し、ほとんど改善が図ら

れていないことから本年11月８日に、以

下の公文書公開請求を行った。 

「富山県内総合病院が行っている各病

棟などにおける交代勤務体制に係る実

態について判る資料、並びに働き方改革

に資する改革推進関係資料     

１.県内総合病院各々病棟における医師

及び看護師数が判る資料      

２.同上県内総合病棟３交代制の勤務実

態（日勤、準夜勤、深夜勤務）が各看護

師に割り当てられている計画と実績内

容が判る資料           

３.令和元年以降本年度９月に至る期間

を対象       

総合病院３直交代勤務に係る、24時間

内に２回の勤務を課す件の医療安全確

保の内容、働き方改革や過去に県議会陳

情案件でも指摘されている案件につい

て医務課業務実態を検証」 

２ 陳情の理由 

（１）長期間にわたり県医務課は、この

過酷な勤務状態を知りながら放置して

きた責任は免れない。教育業界は、給特

法を維持し基準給与の４％で、超過勤務

させ放題を確保し続けて50年。など教育

の教職員側と医療の看護師側に対する

弱者いじめと類似している。同制度はや

めるべきだ。            

（２）富山労働基準監督署で確認したと

ころによると、他の業界ではトラック業

界しか見当たらない勤務体制であると

答えている。緊急医療や24時間医療体制
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受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

の３直（24時間）は欠かせない医療体制

であることは周知されているところ、２

直時間を挟んだ全前後の１直と３直を

１人の看護師に任せる安全な勤務リス

クは計り知れない。         

（３）３直体制に見合った人員体制にす

れば解消できることである。人員を削減

する合理主義体制とも言えず、医療の看

護師のみに負担を押し付ける何者でも

ない。               

（４）医療を受ける患者側の立場として

も、３直交代制度で１日に２回勤務する

勤務割は、医療看護の安全を配慮した勤

務体制とは納得容認できない。 

３ 陳情の要旨 

（１）県民の医療体制の充実や安全医療

を図るため、県厚生部医務課は、県内総

合病院に係る、過酷な医療看護師の３交

代制勤務体制見直改革の推進を求める。 

（２）山本徹議長があいさつで述べられ

ています「県議会をより一層身近なもの

と感じていただければ幸いです。」に私

も賛同しています。         

 県知事・県議会議員各位へは、同趣旨

にご理解いただき具体的に活動いただ

きますようお願いいたします。 

※議会運営委員会には陳情の要旨（２）が付託（陳情の要旨（１）は厚生環境委員会に付託） 
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○議会運営委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

23-2 ６.11.28 杜撰66号    

警察書籍【謝

れない県警】

改版に係る警

鐘 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

陳情の要旨 

2004年８月に出版した書籍【謝れない

県警】は、富山県警察が県民に対して犯

したプライバシー侵害事件をテーマに

し、被害者の県民が出版した書籍であ

る。                

 また同年12月15日の高裁判決から、県

警察側の敗訴が確定した事件である。 

 同書籍は、すでに県内高等学校や県立

大学校及び富山市内の小・中学校全校へ

寄贈から所蔵されている。また警察学校

においても2012年に３冊寄贈、所蔵され

ているが、現在において現職警察官は全

く認識していない。         

 そこで、筆者は昨年の11月には、改訂

版【謝れない県警】は、未だに公安委員

を囲い者にしており、【謝らない県警】

に進化している。残念で成らない。を電

子版で出版。また本年８月に出版した限

定製本版は、すでに県議会図書室や県立

図書館、県立大学校、県立高等学校へ寄

贈済みのほか、県警察や中学校図書室、

地域図書館への寄贈も予定している。 

 本書は、改訂版名称のとおり、[謝れ

ない県警]から[謝らない県警]に改名し

た理由に、公安委員会委員を揶揄した書

籍名称になっている。        

 富山県警察は同不祥事のほか、同時期

に氷見冤罪事件など数々の犯罪行為を

起こしながら、同件については反省もな

く、県警察によるプライバシー侵害事件

の不祥事について組織だって隠蔽して

いるように感じる。 

２ 陳情の理由 

（１）昨今、本書の県警察への寄贈伺い

経緯においても、警務課職員は預かり受

け取りを拒否し、どのように評価を行う

のか、寄贈受け入れ決定を先送りしてい

る。                

 しかるに、新田知事は県教委への寄贈

60冊について、速やかに受領と感謝の意

を寄贈者に伝えている違いがある。  
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受 理 
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（２）同上被告の県警察は、プライバシ

ー侵害事件控訴審判決で敗訴したにも

かかわらず、組織だって不知を装い、 

20年を経ても、全く被害者である筆者へ

の謝罪はない。          

（３）県公安委員会は、同件について、

県公安委員会委員長の竹内登美子氏、委

員の金井豊氏、川端正彦氏の３氏に本書

を渡し、事実確認を頂きたい。    

 現公安委員に対して直接苦情申し出

に至ることは考えにくい事柄であるが、

本書の３項「公安委員の１人として」は、

当時の長野県公安委員の河野義行氏が

記述していることと対比して、当時の県

公安委員が無視を通してきたギャップ

について情けないに尽きると感じてい

る。               

（４）県公安委員会は、警察の業務運営

に反映させるとしている役割を果たし

ている存在であり、また各々の公安委員

は県知事から任命を受けており、県民の

安全を図らねばならない重要な位置づ

けの立場であることからすると、県警察

に対して県民への犯罪行為を認め、被害

を被った県民への謝罪は不可欠と指導

すべき事案である。         

 さもないと、このような県警察の犯罪

行為は繰り返されることになる。 

 

３ 陳情の要旨 

（１）すでに県警察は、高裁敗訴判決か

ら20年を経てもいまだに被害者（筆者）

への謝罪が全くないことからすると、

各々県公安委員の資質にも疑問が生じ

ることとなり、後世に禍根を残すことは

必至であるから、20年間の被害者への無

視対応を改めるべきだ。       

（２）県警察は、同様な不祥事が再発し

ないよう同書籍の寄贈受け入れ及び県

警察職員への教育に徹して、県警察によ

る県民に対するプライバシー侵害の再

発防止と周知徹底を図っていただきた

い。                

（３）山本徹議長があいさつで述べられ
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ています「県議会をより一層身近なもの

と感じていただければ幸いです。」に私

も賛同しています。         

 任命権者の県知事・県議会議員各位へ

は、同趣旨にご理解いただき県警察のあ

るべき姿について判を示していただき

ますようお願いしたい。 

※議会運営委員会には陳情の要旨（３）が付託（陳情の要旨（１）、（２）は教育警務委員

会に付託） 
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24-2 ６.11.29 杜撰63号    

県医務課に係

る警鐘陳情書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

本年４月県医務課へ訪れたところコ

ーヒーメーカーからの良い香りがあり、

一杯頂けないかと申し出たところ課内

の職員グループで購入し使用している

ものだから、料金を払っても来訪者には

使わせない態度を通したことに係る問

題点。               

 同件について、以下の公文書公開請求

のほか１件同趣旨の請求があった。 

「富山県庁関係部局、課、係り等に訪れ

た県民や議員、お客様の為に用意してい

るお茶、お茶菓子類について、    

１.部局や、各課や各係り等に、訪れる

方々に対応する為用意している年間の

予算額及び実績について判る資料。  

２.令和元年以降を対象       

以前、情報公開室へ弁護士と同伴で訪

れた場合は、丁重なおもてなしでコーヒ

ーを頂いたことや委員会陳述者として

待合室でお茶を用意いただいた記憶も

ある。ところが、現在では全く無作法な

場と化している。例えば、訪問者が県を

提訴した原告であったとしても県相談

室の対応は、礼儀を失っても良いとは限

らないから、その都度珍重な対応判断が

必要だと思う。」 

２ 陳情の理由 

（１）同件に関しては、県庁全ての部局

課・県教委・県警察などの実態把握のた

めに公文書請求があったことからする

と、開示に係る事務費用はコピー代費用

や労務費を含むと数十万円を要する２

倍の県費支出となっている。     

（２）さらには、セクショナリズム的に

なることから、部署間で来訪者への対応

に違いが生じ、来訪者においても信頼を

失いかねない。          

（３）これでは、日本国憲法第15条第２

項で「すべて公務員は、全体の奉仕者で

あって、一部の奉仕者ではない」として
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いることから逸脱している。    

（４）一部のグループ間に限定してコー

ヒーメーカーの使用を認めているので

あれば、使用している電気料金は、別途

県が料金を徴収することになるのでは

ないか。県医務課長に見解を示していた

だきたい。            

（５）いわゆる県庁職員は、県庁に訪れ

る人それぞれに対してお客様の認識が

欠如しているのであり、以前と比べて見

識のない不良職員が増大したと捉えら

れる。 

３ 陳情の要旨 

（１）県庁へ訪れる訪問者に対して差別

的対応を廃止し、お客様対応に徹するべ

きです。職員及び部局管理者の教育に徹

して、差別的対応が再発しないよう周知

徹底していただきたい。 

（２）以前のように、県民サロン室での

お茶のふるまいを再開していただきた

い。 

（３）30年余の国家、県民の経済緊縮を

食い止めるため、県や県関係機関の来訪

者からの意見を素直に真摯に受け入れ

るよう求める。 

（４）山本徹議長があいさつで述べられ

ています「県議会をより一層身近なもの

と感じていただければ幸いです。」に私

も賛同している。なので、県知事・県議

会議員各位へは、同趣旨にご理解いただ

き、具体的に活動いただきますようお願

いしたい。 

※議会運営委員会には陳情の要旨（４）が付託（陳情の要旨（１）、（２）、（３）は経営

企画委員会に付託） 
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○議会運営委員会 
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25-3 ６.11.29 杜撰67号    

県民会館前バ

ス乗降者の危

険に係る陳情

書 

富山市八尾町 

黒田544-2  

松永 定夫 

１ 陳情の趣旨 

県庁に隣接している県民会館前バス

停箇所が県庁駐車場及び県民会館の駐

車場の満車状態が生じた場合には、恒常

的に渋滞車両の影響でバスが１車線に

停車できないため、やむを得ずに２車線

に停車を行い、乗客の乗降に危険が生じ

ることは容易に推察できる事柄だ。私も

昨今、同渋滞車両の１台の車両になり、

３分程度、バスの１車線への停車を妨げ

る結果を招いている。        

 県民の交通安全確保が緊急の課題だ。 

２ 陳情の理由 

（１）昨年の２月の定例県議会陳情でも

陳情理由に「富山中央警察署交通課長

は、富山市から車両の渋滞に係る対応要

請が無い。及び110番通報については対

応する。と答えています。」などと警鐘

したところ、今回は、再び市役所とは対

向車線で同じような事態が発生するこ

とは想定できることである。     

（２）昨今、県広報課の「県民の声窓口」

へ同上、予見できる事故の未然防止のた

め、当該担当の県民会館及び県管財課の

職員を複数回呼び、指摘してきたところ

である。             

（３）県広報課長、管財課長、県民会館

館長並びに富山県警察交通部長、首席参

事官、参事官など、同上の交通安全に係

る重責を担っていただかねばならない

要職の方々に対しては、実態を把握し、

緊急に対応を図っていただかねばなら

ないところ、縦割り行政の弊害からか、

本件県民の交通安全配慮義務について、

積極的に関与する部署が見当たらない。

 これでは、日本国憲法第15条第２項

「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ

て一部の奉仕者ではない」を逸脱してい

るといえる。           

（４）歴代の県知事はそろって県民の安

心、安全をうたい文句にしているとこ

ろ、当該関係者らは自らに職責がないと
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言わんばかりで、かつ、昨年の市役所前

と同様の渋滞に係るバス乗降者の安全

配慮に係る民事訴訟の教訓が活かせれ

ていない。 

３ 陳情の要旨 

（１）県警察は、知事が県民の安心安全

について繰り返して発信しているよう

に、県民の危険や懸念について、再度道

路の安全管理の見直しを行い、人命に係

る交通安全がさらに図られるようにし

ていただきたい。 

（２）県民会館前道路の渋滞解消に向け

て効果的な方法論と解消のため、県は、

県民会館の課題を共有し、速やかに渋滞

解消に向けて動いていただきたい。 

（３）山本徹議長があいさつで述べられ

ています「県議会をより一層身近なもの

と感じていただければ幸いです。」に私

も賛同している。          

 県知事・県議会議員各位へは、同趣旨

解消にご理解いただき、当該関係の知事

部局及び県警察のあるべき姿について

範を示していただくようお願いしたい。 

 

※議会運営委員会には陳情の要旨（３）が付託（陳情の要旨（１）は教育警務委員会、（２）

は厚生環境委員会に付託） 
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26-2 ６.12.４ 富山県南砺市

在房での系統

蓄電所の建設

計画への陳情 

南砺市在房655 

富山県南砺市在

房蓄電所反対の

会 

寺腰 悠岐 

陳情の趣旨 

在房の遊林地（現在、協立アルミ株式

会社所有）に外資系企業、エクイスセン

トラルサービス・ジャパン株式会社によ

る系統蓄電所を建設しようとする計画

が持ち上がっています。自然と農作物の

豊かな生産地である土地に、弊害となる

事業です。また火災、爆発、有毒ガス、

騒音、低周波音等、日本や世界で多数の

事故が起こっております。これは新規事

業で、特に日本での施行歴史が少ないも

のの、火災や爆発を起こしています。 

 また、ヨーロッパにおいて国土の狭さ

による弊害がアメリカの会議で発言さ

れている中、日本においては対比になら

ないほど狭く民家に近い立地条件での

建設が施行されようとしています。この

建設において過去の国内の蓄電所の中

では特に大規模な計画です。富山県より

はるかに国土のゆったりしたアメリカ

では、実際に町中で救急搬送される住民

が多数出て、健康被害を通り越した深刻

な問題になっております。上記以外にも

あらゆる問題点がある系統蓄電所を周

囲に住居の多い南砺市で建設計画され

ていることに対し多くの周辺住民が不

安と懸念を感じております。 

陳情事項 

１-２.県及び県議会から上記２社に対

し、自然を壊し環境に馴染まない施設の

建設ではなく、自然や生産地である南砺

市在房にふさわしく、公害等の弊害がな

く市民のためとなるような遊林地の指

導の要請をお願いします。 

２-２.県及び県議会から上記２社に対

し、周辺に民家の多い南砺市在房、また

は富山県内同様の地での系統蓄電所の

建設に反対をお願いします。 

※陳情の内容１，２は厚生環境委員会に分割付託 

 


